
番号 該当法令 分類
１－１０ 建築確認申請書の手続きの要否 法第６条 制度

ケース１

今回
道路 ８㎡　

ケース２

今回
道路 ８㎡　

既存住宅

参考資料 年度
関連例規 Ｒ７改正

ケース１は新築となるため、建築確認が必要。
ケース２は増築となるため、建築確認が不要。

令和２年度日本建築行政会議　基準部会総則部会検討報告

照会内容
都市計画区域内において、下記の建築は確認申請が必要か。

回答

題目 番号 該当法令 分類
１－１１ 建築確認申請書の手続きの要否 法第６条 制度

ケース１

今回
道路 ８㎡　

ケース２

今回
道路 ８㎡　

既存住宅

参考資料 年度
関連例規 ２２

照会内容
都市計画区域内において、下記の建築は確認申請が必要か。

回答
法第６条第１項の手続きについては、建築物を棟単位で考えるので、ケース１，２とも新築で
あるので確認申請が必要である。

題目

現運用（～R7.6.15）新運用（R7.6.16～）


